
➁交付申請書提出 受付・審査 

交付決定・通知の送付 通知の受領 

事業着手・完了 

➂実績報告書提出 

事業の内容を変更（中止・廃止）する場合は 
交付要領第５条～第７条を確認してください 

受付・審査 

額の確定・通知の送付 通知の受領 

➃交付請求書提出 補助金の交付 

＜申請者＞ ＜ 県 ＞ 

➀事前相談 
※メールにて受け付けています 

相談対応 

要件適合の見込みや留意点をあらかじめ確認するため、本申請前に申請内容に関する事前相談を行っていただく
ことを原則とします。事前相談は、所定の様式によるメールでのご連絡をお願いいたします。 
なお、賃金の取扱い等、その他の申請内容に関する事項についても、メールでお問い合わせください。 

【締切】事業完了から20日以内 or  
    令和９(2027)年２月15日(月)のどちらか早い日まで 

【締切】令和８(2026)年12月21日(月) まで 

R8とちぎ賃上げ環境整備促進補助金 手続きの流れ 


